
政
令
第

号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
五
号
中
「
カ
ラ
ー
複
写
機
」
を
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
二
番
（
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号
に
お
い
て
「

Ａ
二
判
」
と
い
う
。
）
以
上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
ふ
ろ
が
ま

」
を
「
風
呂
釜
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を

加
え
る
。

二
十
四

複
合
機
（
複
写
の
機
能
に
加
え
て
、
印
刷
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送
信
又
は
ス
キ
ャ
ン
の
う
ち
一
以
上
の
機
能
を
有
す

る
機
械
及
び
印
刷
の
機
能
に
加
え
て
、
複
写
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送
信
又
は
ス
キ
ャ
ン
の
う
ち
一
以
上
の
機
能
を
有
す
る
機

械
（
い
ず
れ
も
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
Ａ
二
判
以
上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ



の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

二
十
五

プ
リ
ン
タ
ー
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
Ａ
二
判
以
上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六

電
気
温
水
機
器
（
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
（
二
酸
化
炭
素
を
冷
媒
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
る
も
の
に

限
り
、
暖
房
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
二
条
の
表
の
十
の
項
中
「
二
千
台
」
の
下
に
「
（
家
庭
用
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
台
）
」
を
加
え
、
同
表
の

十
一
の
項
中
「
三
百
台
」
の
下
に
「
（
家
庭
用
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
台
）
」
を
加
え
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
四

複
合
機

五
百
台

二
十
五

プ
リ
ン
タ
ー

七
百
台

二
十
六

電
気
温
水
機
器

五
百
台

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


